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景品表示法コンプライアンス新時代
～上場審査にこたえうる体制整備を求めて～

１ 景品表示法新時代
景品表示法は，正式名称を「不当

景品類及び不当表示防止法」といい ,
キャンペーンで不当に高価な景品を
付けたり , 主に広告などで不当な表
示が行われたりすることを規制する
法律である。消費者庁から措置命令
を受けると , 消費者庁のホームペー
ジに長い間当該事件が掲載されたり ,
大大的に報道がされて企業のレピュ
テーションは著しく低下する。ま
た , 2 0 1 3年秋の食品偽装問題を契機
に， 2 0 1 4年６月と 1 1月に異例の年
２回の改正が行われ , 当時、私も所
属事務所でセミナーを開催したり，
法務担当のみなさんと合宿で勉強会
を行ったりして，改正に対応したこ
とを思い出す。
改正からしばらく経ち，適正表示

を実現する整備体制について相談を
受ける機会も少なくなったという印
象があった。

ところが，今般，再度景品表示法
が注目を集めている。上場審査で，
景品表示法の管理体制不備を指摘さ
れるケースが増えているという。特
に B toC 企業にとって，景品表示法
は， I P Oの死命を制する法律になっ
ているのだ。

２ 厳しさを増す景品表示法
私は，朝出勤すると消費者庁の

ウェブサイトの「景品表示法関連報
道発表資料」のコンテンツを開けて，
措置命令事案をチェックしているが，
一昨年あたりから，誰もが知る大企
業が措置命令を受けるケースが目
立ってきたと感じている。例えば，
ア マ ゾ ン ジ ャ パ ン ， 東 レ ，
T S UT A Y A，日本マクドナルド（ア
マゾンジャパンは係争中のこと）の
各社などである。規模の大小や上
場・非上場にかかわらず，景品表示
法 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 貫 徹 は ，
B to C 企業の永遠の課題とも言えそ
うである。
しかし，景品表示法コンプライア

ンスの貫徹は，困難な道程を行くこ
とでもある。特に近年は，「打ち消
し表示」に関する規制が激化し，規
制のレベルは上がっている。
例えば， 2 01 8 年 10 月には，健康

飲料のダイエット効果を語る体験談
のすぐ下に，
※ このダイエットは適切なカロ

リー管理による結果です。
※ 個人の感想であり、感じ方には

個人差があります。ダイエット
の効果を保証するものでは御座
いません。

※ バランスの良い食事と適度な運
動を

と記載した表示が不当表示と判断さ
れ，当該企業が措置命令を受けてい
る。「広告の隅っこに『個人の感想
です』と書いておけば逃げられる」
時代は，とうの昔に終焉を迎えてい
るのである。

３ 表示管理体制整備への道
それでは，どのようにして管理体

制を整備し，景品表示法コンプライ
アンスを実現していけばよいのだろ
うか。

2 01 4年６月改正において，景品表
示法は景品及び表示の管理体制整備
を要求している。特定の法律が，当
該法律についての管理体制，言い換
えれば内部統制体制の整備を要求す
るのは非常に珍しい。
どのような体制整備が必要かにつ

いては， 2 0 1 4年 11月に消費者庁が
「事業者が講ずべき景品類の提供及
び表示の管理上の措置についての指
針」を発表しており，この指針に
従って体制を整備していくことにな
る。
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＜ポイント＞

・IPO準備企業にとって、早期の表示管理体制の整備が重要

・景品表示法コンプライアンスは、従業員ひとりひとりの理解と姿勢で達成可能
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具体的には，
1 . 景品表示法の考え方の周知・啓

発
2 . 法令遵守の方針等の明確化
3 . 表示等に関する情報の確認
4 . 表示等に関する情報の共有
5 . 表示等を管理するための担当者

等を定めること
6 . 表示等の根拠となる情報を事後

的に確認するために必要な措置
を採ること

7 . 不当な表示等が明らかになった
場合における迅速かつ適切な対
応

の７項目が同指針には挙げられて
おり，更に各項目の詳細な整備の方
針が記載されている。例えば，「景
品表示法の考え方の周知・啓発の
例」として，「朝礼・終礼において、
関係従業員等に対し、表示等に関す
る社内外からの問合せに備えるため、
景品表示法の考え方を周知するこ
と。」，「適時、関係従業員等に対
し、表示等に関する社内外からの問
合せに備えるため、景品表示法の考
え方をメール等によって配信し、周
知・啓発すること」など，周知啓発
方法がいくつも挙げられている。各
企業はその中から，自社に最もマッ
チした方法を選択し、工夫していけ
ばよいのである。

４ 景品表示法の真髄とは
こうして景品表示法の遵守体制を

整備していくわけだが，コンプライ
アンスや内部統制体制整備は，とか
く社内規程制定や，コンプライアン
ス委員会・セキュリティ委員会の開
催など，「教科書通り」になりやす
く，また「教科書通り」に淡々と進
めることが推奨される分野でもある。

しかし，その真の目的，言ってみれ
ば法が求めている「真髄」を軽視す
ると，形骸化の沼地にはまってしま
う。それでは，景品表示法コンプラ
イアンスの真髄はどこにあるのであ
ろうか。
過去の違反事案を検討していると，

同業他社との「競争に勝つ」ことに
ばかり目が行き，顧客の存在を忘れ
てしまったような事案が多く見受け
られる。例えば，他社を少しでも上
回ろうと，合格者を水増しした事案
や，同業他社と横並びで「全品半
額」をうたったセールを行い，実際
には全商品が対象でなかったとして
数社が一斉に措置命令を受けたよう
なケースが挙げられよう。
景品表示法は，こうした「顧客不

在」の事案に警鐘を鳴らす。その鐘
の響きは，マーケティングに関わる
人間に，以下のような問いかけとし
て跳ね返ってくる。

お客様が自社の製品と出会うのは
どのような場面か。
お客様はどのような気持ちで我が
社の広告表示を見つめるのか。
お客様はどのような表現に胸を打
たれ，我が社の商品を手にとるの
か。

これらは，お客様と向き合い，広
報表示や広告表示を生み出す現場の
方々が日々繰り返している疑問であ
ろう。現場の最前線で奮闘する皆さ
まの方が，景品表示法を少々齧った
弁護士よりもずっと，この疑問に正
しく答えることができるだろう。景
品表示法は，表示の適正化を通じて，
自社のビジネス，ひいてはお客様と
真摯に向き合うことを求めている法
律なのである。

５ 企業価値向上のために
最後に，景品表示法コンプライア

ンスは，企業再建に力を発揮した代
表取締役が裏で私腹を肥やしていた，
といったたぐいのコンプライアンス
不全事案と異なり，現場の従業員ひ
とりひとりが正しい知識を身に付け，
各自が自社のレピュテーションの守
護者であることを自覚して日々の業
務に臨むことで，ほぼ 1 0 0 %達成で
きることを強調したい。景品表示法
コンプライアンスの実現は，その貫
徹を通じ，自らが企業価値向上の担
い手であることを各社が各従業員に
実感させることができる過程でもあ
る。
ボードメンバーだけにとどまらず，

従業員一人一人が企業価値向上の担
い手として躍動する企業。これ以上、
上場企業にふさわしい企業はあるま
い。上場審査で景品表示法の管理体
制が厳しく問われるのは，その裏返
しである。その高いハードルをクリ
アした企業が次々とＩＰＯを果たす
ことを心から願うとともに，景品表
示法を専門分野の一つとする弁護士
として，そのお手伝いができれば，
これに優るよろこびはない。

※措置命令やガイドラインについ
ては、消費者庁のホームページで閲
覧できます。

・景品表示法関連報道発表資料
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